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7-1-3 振動 

１．調 査 

（１）調査する情報 

① 振動レベルの状況 

② 地形及び工作物の状況 

③ 土地利用の状況 

④ 発生源の状況 

⑤ 自動車交通量等の状況 

⑥ 関係法令による基準等 

（２）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域周辺とした。 

（３）調査地点 

① 振動レベルの状況 

現地調査の調査地点は、表7-1-3.1及び図7-1-3.1に示すとおりである。 

 

表7-1-3.1 振動レベルの調査地点 

区 分 調査地点 備 考 

環境振動 

地点Ａ 対象事業実施区域 

地点Ｂ 直近民家付近 

地点Ｃ 河原町総合運動場 

地点Ｄ 福和田地区 

地点Ｅ 郷原・上山手地区 

地点Ｆ 釜口地区 

道路交通振動 

地盤卓越振動数 

地点１ 河原インター線 

地点２ 生活道路 

 

② 自動車交通量等の状況 

現地調査の調査地点は、「7-1-2 騒音 １．調査 （３）調査地点 ②自動車交通量

等の状況」に示したとおりである。 
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図 7-1-3.1 振動レベル現地調査地点位置図 

地点Ｄ 

地点２ 

地点１ 

凡   例 

     対象事業実施区域 

     市町界 

     環境振動調査地点 

     道路交通振動調査地点 

 

地点Ｅ 

地点Ｂ 

地点Ｆ 

この地図は、国土地理院発行の「２万５千分

の１地形図（用瀬）」を使用したものである。 

地点Ｃ 

地点Ａ 
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振動レベルの状況については、河原インター線開通等により周辺の状況が変化しているこ

とを踏まえ、現状の河原インター線沿道の道路交通振動の実態を確認することを目的として

平成25年10月に自主的な道路交通振動調査を実施したものである。 

（４）調査期間 

① 振動レベルの状況 

現地調査の調査期間は、表7-1-3.2に示すとおりである。 

表7-1-3.2 振動調査期間 

地点 区分 調査日及び調査時間帯 

地点１ 
休日 平成 25年 10月 20日（日）６時～21日（月）６時（24時間調査） 

平日 平成 25年 10月 21日（月）６時～22日（火）６時（24時間調査） 

地点

１・２ 

休日 平成 22年 11月 28日（日）６時～29日（月）６時（24時間調査） 

平日 平成 22年 11月 29日（月）６時～30日（火）６時（24時間調査） 

② 自動車交通量等の状況 

「① 振動レベルの状況」と同様とした。 

（５）調査方法 

① 振動レベルの状況 

現地調査は、日本工業規格「振動レベル測定方法」等に準拠し、計量法第71条の基準

に合格した振動レベル計を用いて実施した。 

測定条件は、以下のとおりである。 

振動レベル計の動特性 ：ＶＬ 

振動感覚補正回路 ：Ｚ方向（鉛直方向） 

② 地形及び工作物の状況 

地形図等の既存資料及び現地踏査により把握した。 

③ 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の既存資料及び現地踏査により把握した。また、保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、「都市計画法」による用途地

域等の指定状況に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握した。 

④ 発生源の状況 

地形図等の既存資料及び現地踏査により把握した。 

⑤ 自動車交通量等の状況 

交通量の状況は、通過する車両を車種別（大型車、小型車、二輪車）及び方向別にカ

ウンターにより計測調査した。走行速度は、ストップウォッチによる計測を行った。 
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⑥ 関係法令等による基準 

次の法令による基準等の内容を整理した。 

・「振動規制法」に基づく特定工場等に係る振動の規制基準 

・「振動規制法」に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準 

・「振動規制法」に基づく自動車振動の要請限度 

 

（６）調査結果 

① 振動レベルの状況 

ア．環境振動 

環境振動の調査結果は、表7-1-3.3に示すとおりである。 

休日の80％レンジ上端値（L10）をみると、昼間で25デシベル未満～28.1デシベル、

夜間で25デシベル未満となっていた。 

平日の80％レンジ上端値（L10）をみると、昼間で25デシベル未満～32.3デシベル、

夜間で25デシベル未満となっていた。 

 

表 7-1-3.3 環境振動の調査結果 

単位：デシベル 

調査地点 

80％レンジ上端値（L10） 

昼 間（８～19 時） 夜 間（19～８時） 

休 日 平 日 休 日 平 日 

地点Ａ 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

地点Ｂ 25 未満～28.1 25 未満～32.3 25 未満 25 未満 

地点Ｃ 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

地点Ｄ 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

地点Ｅ 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

地点Ｆ 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

注１) L10の時間区分は「鳥取県公害防止条例」の特定工場に係る規制基準の区分とした。 

注２）対象事業実施区域周辺は、基準の適用となる区域指定はなされていない。 
注３）振動レベル計の測定保証範囲は 25～120デシベルである。 
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イ．道路交通振動 

休日、平日の道路交通振動の現地調査結果は、表7-1-3.4に示すとおりである。 

休日の80％レンジ上端値（L10）をみると、昼間で25デシベル未満～33.0デシベル、

夜間で25デシベル未満～27.7デシベルとなっていた。 

平日の80％レンジ上端値（L10）をみると、昼間で25デシベル未満～37.4デシベル、

夜間で25デシベル未満～32.2デシベルとなっていた。 

 

表 7-1-3.4 道路交通振動の調査結果 

単位：デシベル 

調査地点 路線 

80％レンジ上端値（L10） 

昼 間（８～19 時） 夜 間（19～８時） 

休日 平日 休日 平日 

地点１ 河原インター線 29.2～33.0 32.7～37.4 25 未満～27.7 25 未満～32.2 

地点２ 生活道路 25 未満 25 未満 25 未満 25 未満 

注）振動レベル計の測定保証範囲は25～120デシベルである。 

 

ウ．地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数の現地調査結果は、表7-1-3.5に示すとおりである。 

各調査地点における地盤卓越振動数（最大値を示す中心周波数の平均値）は、地点

１で24.0Hz、地点２で27.2Hzとなっていた。 

 

表7-1-3.5 地盤卓越振動数の調査結果 

単位：Hz 

調査地点 路線 

地盤卓越振動数 

最大値が最も多い 

中心周波数 

最大値を示す 

中心周波数の平均値 

地点１ 河原インター線 25 24.0 

地点２ 生活道路 25 27.2 

 

② 地形及び工作物の状況 

対象事業実施区域は、起状の緩やかな山地内に位置し、標高は約100ｍ程度となって

いる。また、対象事業実施区域及びその周辺には、振動の伝搬に影響を及ぼす規模の工

作物は存在しない。 
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③ 土地利用の状況 

対象事業実施区域は現在、樹林地及び農用地等となっており、周囲に住居及び学校な

どの保全対象施設は存在しない。また、都市計画法に基づく用途地域の定めはない。な

お、北側には、河原インター山手工業団地があり、最寄りの住居等は北側約200ｍに存

在する。 

④ 発生源の状況 

対象事業実施区域周辺には、振動の発生源はない。 

⑤ 自動車交通量等の状況 

自動車交通量等の調査結果は、「7-1-1 大気質 １．調査 （６）調査結果 ⑤自動

車交通量等の状況」に示したとおりである。 

 

⑥ 関係法令等 

ア．特定工場等に係る規制基準 

特定工場等において発生する振動は、「振動規制法」及び「鳥取県公害防止条例」

で規制されており、規制基準は表7-1-3.6に示すとおりである。 

対象事業実施区域は、用途地域の指定が行われていないことから、振動に係る区域

指定はなされていない。 

 

表 7-1-3.6 特定工場等に係る振動の規制基準 

区域 地域の区分 
昼間  

８時～19時 

夜間 

19時～翌日の８時 

第１種 

第１種低層住居専用地域、第１種中高

層住居専用地域、第２種中高層住居専

用地域、第１種住居地域、第２種住居

地域、準住居地域 

60デシベル 55デシベル 

第２種 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

工業地域 
65デシベル 60デシベル 
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イ．特定建設作業に係る規制基準 

特定建設作業に伴って発生する振動は、「振動規制法」で規制されており、規制基

準は表7-1-3.7に示すとおりである。 

対象事業実施区域は用途地域の指定が行われていないことから、振動に係る区域指

定はなされていない。 

表 7-1-3.7 特定建設作業振動の規制基準 

規制の種別 基準値 作業禁止の時間帯 作業時間制限 
連続作業
日数 

作業 
禁止日 地域の区分 

敷地 
境界線 

第１号 
区域 

第２号 
区域 

第１号 
区域 

第２号 
区域 

くい打機、くい抜機
又はくい打くい抜
機 

75 
デシベル 

午後７時
から 
翌日 

午前７時 

午後10時 
から 
翌日 

午前６時 

１日 
10時間 

１日 
14時間 

６日間 
以内 

日曜日 
その他 
の休日 

鉄球を使用する破
壊作業 
舗装版破砕機 
ブレーカー 
注）第１号区域：第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館及び
特別養護老人ホームの敷地の周辺約 80ｍ以内の区域 

第２号区域：工業地域のうち、第１号区域に含まれる区域以外 

 

ウ．道路交通振動の要請限度 

「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度は、表7-1-3.8に示すとおりであ

る。 

 

表 7-1-3.8 道路交通振動の要請限度 

時間の区分 
 

区域の区分 

基準値 

昼 間 
８時～19時 

夜 間 
19時～翌日の８時 

第１種 65デシベル 60デシベル 

第２種 70デシベル 65デシベル 

注）第１種区域：第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地

域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域 

第２種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
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２．予 測 

（１）工事の実施 

① 資材運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

ア．予測項目 

資材運搬車両等の走行による振動レベル（L10）とした。 

イ．予測時期 

資材運搬車両等の走行による影響が大きくなると想定される工事開始後36ヵ月目

～37ヵ月目とした。 

ウ．予測地点 

予測地点は、資材運搬車両等の走行ルート沿道において現地調査を行った１地点

（地点１）とした。 

エ．予測方法 

（ア）予測手順 

資材運搬車両等の走行による道路交通振動の予測手順は、図7-1-3.2に示すとお

りとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7-1-3.2 資材運搬車両等の走行による道路交通振動の予測手順 

①現況振動レベル 

（現地調査結果） 
現況交通条件 

②現況交通量 

による振動レベル 

（予測値） 

③将来一般交通量 

による振動レベル 

（予測値） 

④将来交通量 

による振動レベル 

（予測値） 

⑤河原インター線 

供用後の交通量及び

工業団地関連交通量

による振動レベルの

増加分 

（⑤＝③－②） ⑥将来一般交通量 

による振動レベル 

（予測結果） 

（⑥＝①＋⑤） 

⑧将来交通量 

による振動レベル 

（予測結果） 

（⑧＝⑥＋⑦） 

⑦事業関連車両 

の走行による 

振動レベルの増加分 

（⑦＝④－③） 

将来一般交通条件 
（河原インター線供用後
における交通量及び工業 

団地関連交通量） 

将来交通条件 

（将来一般交通量 

及び事業関連車両） 
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（イ）予測式 

予測式は、建設省土木研究所の提案式を用いた。 

 

Ｌ10＝Ｌ10
＊ －αｌ 

Ｌ10
＊＝ａlog10(log10Ｑ

＊)＋ｂlog10Ｖ＋ｃlog10Ｍ＋ｄ＋ασ＋αf＋αs  

 

ここで、Ｌ10 ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値(デシベル) 

Ｌ10
＊ ：基準点における振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値(デシベル) 

※基準点は、最外側車線中心より５ｍ地点（平面道路）とした。 

Ｑ＊ ：500 秒間の１車線当たり等価交通量(台／500秒／車線) 

 

 

Ｑ1  ：小型車時間交通量（台／時） 

Ｑ2  ：大型車時間交通量（台／時） 

Ｋ  ：大型車の小型車への換算係数（Ｖ≦100km／時のとき 13） 

Ｖ  ：平均走行速度（㎞／時） 

Ｍ  ：上下車線合計の車線数 

ασ  ：路面の平坦性による補正値(デシベル) 

ασ＝8.2 log10σ（アスファルト舗装） 

σ：３ｍプロフィルによる路面凹凸の標準偏差（㎜） 

※ここでは、交通量の多い一般道路のうち、予測結果が最大となる

5.0㎜を用いた。 

αf  ：地盤卓越振動数による補正値(デシベル) 

αf＝－17.3log10ｆ(ｆ≧８Hz のとき：平面道路) 

ｆ：地盤卓越振動数（Hz） 

※ここでは、現地調査結果に基づき以下のように設定した。 

地点１(河原インター線)：24.3Hz 

αs  ：道路構造による補正値(０デシベル(盛土道路、切土道路、堀割道路以外)) 

αl  ：距離減衰値(デシベル) 

β＝0.130Ｌ10
*－3.9（平面道路の砂地盤） 

ｒ：基準点から予測地点までの距離（ｍ） 

ａ、ｂ、ｃ、ｄ：定数（ａ=47、ｂ=12、ｃ=3.5(平面道路)、ｄ=27.3(平面道路)） 

）Ｑ Ｋ ＋Ｑ 　　(　　
Ｍ

１
　　　　

3,600

500
　＝　　Ｑ ２１　

log2

15

r
βlog

＝　　α1
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（ウ）予測条件 

ａ．予測時間帯 

予測時間帯は、資材運搬車両等が走行する時間帯（７時～19時）とした。 

ｂ．交通条件  

（ａ）将来一般交通量 

将来一般交通量は、河原インター線供用後の交通量に、隣接する工業団地の

交通量を加えたものとし、表7-1-3.9に示すとおりとした。 

表7-1-3.9 予測地点の将来一般交通量（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

887 8,208 9,095 

 

（ｂ）資材運搬車両等台数 

予測時期（工事開始後36ヵ月目～37ヵ月目）における資材運搬車両等台数は、

表7-1-3.10に示すとおりである。 

表7-1-3.10 予測地点の資材運搬車両等台数（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

240 160 400 

 

（ｃ）将来交通量 

将来交通量は、将来一般交通量に資材運搬車両等台数を加えた台数とし、表

7-1-3.11に示すとおりとした。 

表7-1-3.11 予測地点の将来交通量（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

1,127 8,368 9,495 

 

ｃ．走行速度 

走行速度は、対象道路の規制速度を用いるものとし、60km/時とした。 
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ｄ．道路条件及び基準点の位置 

予測地点の道路条件及び基準点の位置は、図7-1-3.3に示すとおりであり、基

準点は最外側車線の中心から5.0ｍの位置とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7-1-3.3 道路条件及び基準点の位置 

 

（エ）予測結果 

※前述の「エ．予測方法 （ウ）予測条件 ｂ．交通条件 （ｂ）資材運搬車両

等台数」に記載のとおり、予測地点を走行する資材運搬車両等台数が変更前と比較

して減少していることから、再予測は行っていない。ここでは、参考に前回の予測

結果備考）を記載している。 

資材運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果（最大値）は、表

7-1-3.12に示すとおりである。 

資材運搬車両等の走行による道路交通振動の予測結果（最大値）は、40.8デシベ

ルである。対象道路は、用途地域の指定が行われていないことから、振動に係る区

域指定はなされていないが、参考に「振動規制法」に基づく要請限度と比較すると、

これを下回るものと予測する。 

 

表 7-1-3.12 資材運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果 

単位：デシベル 

予測地点 

（道路名） 

ピーク 

時間帯 

予 測 結 果 
将来一般 

交通量による 

振動レベル 

⑥ 

将来 

振動 

レベル 

⑥＋⑦ 

＜参考＞

要請限度 

 

将来一般 

交通量による 

予測結果 

③ 

将来 

交通量による 

予測結果 

④ 

増加量 

⑦ 

(④－③) 

地点１ 

(河原インター線) 
11時～12時 46.6 47.4 0.8 40.0 40.8 70以下 

注）表中の番号は、図 7-1-3.2の図中の番号と一致する。 

備考）第３回変更届で予測を行った結果を記載している。 

<凡例> 

   ：基準点 

   ：予測地点 

（
南 

側
） 

（
北 

側
） 

1.6 6.0 3.3 0.5 2.7 

路肩 車線 中央線 車線 縁
石 

歩道 

5.0 

単位：ｍ 

至 河原 IC 至 山手トンネル 
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② 建設機械の稼働による振動の発生 

ア．予測項目 

建設機械の稼働による振動レベル（L10）とした。 

イ．予測時期 

予測時期は、建設機械の稼働による影響が大きくなると想定される時期とし、表

7-1-3.13に示す１ケースとした。 

 

表7-1-3.13 予測ケース 

ケース 予測時期 工事内容 主な建設機械 

１ 工事開始後６ヵ月目 ・造成工事 
・バックホウ 

・ブルドーザー 

 

ウ．予測範囲及び予測地点 

予測範囲は、図7-1-3.4に示すとおり、敷地境界から概ね100ｍの範囲とし、予測地

点は敷地境界で振動レベルが最大となる地点、現地調査地点（地点Ａ）及び直近民家

（地点ａ）とした。 
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１：６,０００ 

Ｎ 

0 

 

60 120 240ｍ 

凡   例 

対象事業実施区域 

予測範囲 

予測地点 

図 7-1-3.4 建設機械の稼働による振動予測範囲図 

この地図は、鳥取市白図を使用したものである。 

地点Ａ 

地点ａ 

注）建設機械の稼働による振動の予測は行っていないため、変更前の
図を記載している。 
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エ．予測方法 

（ア）予測手順 

建設機械の稼働による振動の予測手順は、図7-1-3.5に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）予測式 

個々の建設機械からの振動レベルは、以下に示す伝播理論式を用いて算出した。 
 

〈距離減衰〉 
ＶＬｉ＝Ｌ(ｒo)－20 log10 (ｒ／ro)

n－8.68･α・(ｒ－ro) 
 ：振動源からｒｍ離れた地点の振動レベル (デシベル) 
：振動源から roｍ離れた地点（基準点）の振動レベル(デシベル) 

ｒ ：振動源から受振点までの距離（ｍ） 
ｒo ：振動源から基準点までの距離（ｍ） 
ｎ ：幾何減衰係数（振動は、一般的に表面波と実態波が複合して伝播 

することから、表面波の幾何減衰係数（ｎ＝0.5）及び実体波の 
幾何減衰係数（ｎ＝1）の中間の値としてｎ＝0.75 とした） 

α ：内部摩擦係数 (未固結地盤：α＝0.01) 
 

〈複数振動源の合成〉 

振動発生源が複数個になる場合は、各発生源による振動レベルを次式により合成

して求めた。 
 

 
 

ＶＬ ：受振点の合成振動レベル(デシベル) 
ＶＬｉ ：個別振動源による受振点での振動レベル(デシベル) 
ｎ ：振動源の個数 

図7-1-3.5 建設機械の稼働による振動レベルの予測手順 

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝播理論式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測範囲の設定 

建設作業振動レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 
振動レベル 

立地特性 









 



n

li

10

VLi

10 10log 10
　

　 　　　　　ＶＬ

ＶＬｉ 
Ｌ(ｒo) 
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（ウ）予測条件 

建設機械の配置は、「7-1-2 騒音 ２．予測 （１）工事の実施 ②建設機械の

稼働による騒音の発生 （ウ）予測条件」と同様とした。また、建設機械の振動源

条件は、既存資料等を基に表7-1-3.14に示すとおり設定した。 

 

表 7-1-3.14 建設機械稼働による振動予測の振動源条件 

建設機械 規 格 
稼働台数 

（台） 

振動レベル 

(デシベル) 

バックホウ 0.7～1.2ｍ3 10 60 

ブルドーザー 3.8～7.0ｔ ６ 64 

合 計 16 － 

注）振動レベルは、機測７ｍの値である。 

出典：「建設工事に伴う騒音･振動対策ハンドブック〔第３版〕」 

（平成 13年２月 (社)日本建設機械化協会） 

 

オ．予測結果 

※前述の「エ．予測方法 （ウ）予測条件」に記載のとおり、ピーク時期の建設機

械稼働台数が変更前と比較して減少していることから、再予測は行っていない。ここ

では、参考に前回の予測結果備考）を記載している。 

建設機械の稼働による振動の予測結果は、表7-1-3.15及び図7-1-3.6に示すとおり

である。 

敷地境界における振動レベルの最大値は、56.0デシベルである。対象事業実施区域

は用途地域の指定が行われていないことから、振動に係る区域指定を受けていないが、

参考に「振動規制法」に基づく特定建設作業振動の規制基準（75デシベル）と比較す

ると、規制基準を下回るものと予測する。 

表 7-1-3.15 建設機械の稼働による振動の予測結果 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 
規制基準 

＜参考＞ 

現地調査を行っ

た地点の予測値 
地点Ａ 48.0 

75 以下 
直近民家での 

予測値 
地点ａ 25 未満 

敷地境界における 

振動レベルの最大値 
56.0 

備考）第３回変更届で予測を行った結果を記載している。 
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注）建設機械の稼働による振動の予測は行っていないため、変更前の
図を記載している。 

図7-1-3.6 建設機械の稼働による建設作業振動の予測結果 
〔工事開始後15ヵ月目（造成工事）〕 

 

１：６,０００ 

Ｎ 

0 

 

60 120 240ｍ 

凡   例 

対象事業実施区域 等振動レベル線(単位：デシベル) 

予測範囲 最大レベル地点（56.0デシベル） 

 予測地点 

この地図は、鳥取市白図を使用したものである。 

地点Ａ 

最大レベル地点 

地点ａ 
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（２）施設の存在・供用 

① 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

ア．予測項目 

廃棄物運搬車両等の走行による振動レベル（L10）とした。 

イ．予測時期 

予測時期は、供用時において事業活動が定常に達した時期とした。 

ウ．予測地点 

予測地点は、廃棄物運搬車両等の走行ルート沿道において現地調査を行った１地点

（地点１）とした。 

エ．予測方法 

（ア）予測手順 

廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動の予測手順は、「（１）工事の実施 

① 資材運搬車両等の走行に伴う振動の発生」と同様とした。なお、一般交通量に

ついては、河原インター線供用後の台数に加え、隣接する工業団地の供用に伴う台

数を踏まえた交通量とした。 

（イ）予測式 

予測式は、「（１）工事の実施 ① 資材運搬車両等の走行に伴う振動の発生」

と同様とした。 

（ウ）予測条件 

ａ．予測時間帯 

予測時間帯は、廃棄物運搬車両等が走行する時間帯（７時～19時）とした。 
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ｂ．交通条件  

（ａ）将来一般交通量 

将来一般交通量は、河原インター線供用後の交通量に、隣接する工業団地の

交通量を加えたものとし、表7-1-3.16に示すとおりとした。 

 

表7-1-3.16 予測地点の将来一般交通量（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

878 8,133 9,011 

 

（ｂ）廃棄物運搬車両等台数 

予測時期における廃棄物運搬車両等台数は、表7-1-3.17に示すとおりである。 

 

表7-1-3.17 予測地点の廃棄物運搬車両等台数（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

556 280 836 

 

（ｃ）将来交通量 

将来交通量は、将来一般交通量に廃棄物運搬車両等台数を加えた台数とし、

表7-1-3.18に示すとおりとした。 

 

表7-1-3.18 予測地点の将来交通量（断面交通量） 

単位：台/12時間 

予測地点 
（道路名） 

大型車 小型車 合計 

地点１ 
（河原インター線） 

1,434 8,413 9,847 

 

ｃ．走行速度 

走行速度は、対象道路の規制速度を用いるものとし、60km/時とした。 

ｄ．道路条件及び基準点の位置 

予測地点の道路条件及び基準点の位置は、「（１）工事の実施 ① 資材運搬

車両等の走行に伴う振動の発生」と同様とした。 
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（エ）予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果（最大値）は、表

7-1-3.19に示すとおりである。 

廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果（最大値）は、41.5

デシベルである。対象道路は、用途地域の指定が行われていないことから、振動に

係る区域指定がなされていないが、参考に「振動規制法」に基づく道路交通振動の

要請限度と比較すると、要請限度を下回るものと予測する。 

 

表 7-1-3.19 廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果 

単位：デシベル 

予測地点 

（道路名） 

ピーク 

時間帯 

予 測 結 果 
将来一般 

交通量による 

振動レベル 

⑥ 

将来 

振動 

レベル 

⑥＋⑦ 

＜参考＞

要請限度 

 

将来一般 

交通量による 

予測結果 

③ 

将来 

交通量による 

予測結果 

④ 

増加量 

⑦ 

(④－③) 

地点１ 

(河原インター線) 
11時～12時 46.6 48.1 1.5 40.0 41.5 70以下 

注）表中の番号は、図 7-1-3.2の図中の番号と一致する。 
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② 計画施設の稼働に伴う振動の発生 

ア．予測項目 

計画施設の稼働に伴う振動レベル（L10）とした。 

イ．予測時期 

予測時期は、供用時において事業活動が定常に達した時期とした。 

ウ．予測範囲及び予測地点 

予測範囲は、「（１）工事の実施 ② 建設機械の稼働による振動の発生」と同様と

した。 

エ．予測方法 

（ア）予測手順 

計画施設の稼働に伴う振動レベルの予測手順は、図7-1-3.7に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）予測式 

予測式は、「② 建設機械の稼働による振動の発生」と同様とした。 

図7-1-3.7 計画施設の稼働に伴う振動レベルの予測手順 

事業計画 

設備機器の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝播理論式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測範囲の設定 

施設の振動レベル 

予測時期の設定 

設備機器の 
振動レベル 

立地特性 

    



7-150 

（ウ）予測条件 

ａ．設備機器の配置等の振動源条件 

設備機器の配置等の振動源条件は表7-1-3.20に示すとおりである。 

 

表7-1-3.20 主要な設備機器の振動源条件等 

設置階 設備機器名 台数 
振動レベル 

（デシベル） 

１階 

誘引通風機 ２ 43.0 

ボイラ給水ポンプ ４ 44.0 

脱気器給水ポンプ ２ 44.0 

空気圧縮機 ３ 57.0 

２階 蒸気タービン発電機 １ 59.0 

３階 押込送風機 ２ 31.0 

 

 

オ．予測結果 

計画施設の稼働に伴う振動の予測結果は、表7-1-3.21及び図7-1-3.8に示すとおり

である。 

敷地境界における振動レベルの最大値は、26.6デシベルである。対象事業実施区域

は用途地域の指定が行われていないことから、振動に係る区域指定がなされていない

が、参考に「振動規制法」に基づく特定工場等に係る規制基準と比較すると、規制基

準を下回るものと予測する。 

 

表 7-1-3.21 計画施設の稼働に伴う振動の予測結果 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 
規制基準 

＜参考＞ 

現地調査を行っ

た地点の予測値 
地点Ａ 25未満 

昼 間：65以下 

夜 間：60以下 

直近民家での 

予測値 
地点ａ 25未満 

敷地境界における 

振動レベルの最大値 
26.6 

注）昼間及び夜間の値は、「振動規制法」に基づく特定工場等に係る振動の規制基準 

（第２種区域）の値 
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図7-1-3.8 計画施設の稼働に伴う振動の予測結果 

１：６,０００ 

Ｎ 

0 

 

60 120 240ｍ 

凡   例 

対象事業実施区域 等振動レベル線(単位：デシベル) 

予測範囲 最大レベル地点（26.6デシベル） 

 予測地点 

この地図は、鳥取市白図を使用したものである。 

    

地点Ａ 

最大レベル地点 

地点ａ 
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３．環境保全措置 

（１）工事の実施 

① 資材運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

・資材運搬車両等の走行ルートを指定する。 

・資材運搬車両等は、工程等の管理や配車の計画を行うことにより車両の集中を避けると

ともに、整備、点検を徹底する。 

② 建設機械の稼働による振動の発生 

・建設機械は、低振動型建設機械を使用し、施工方法や工程等を十分に検討して建設機

械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・特定建設作業に該当しない作業についても、特定建設作業の振動の規制基準以下にな

るよう振動の防止に努める。 

 

（２）施設の存在・供用 

① 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

・廃棄物運搬車両等の走行ルートを指定する。 

・廃棄物運搬車両等の運行管理を行うことにより車両の集中を避ける。 

・廃棄物運搬車両等の整備、点検を徹底する。 

② 計画施設の稼働に伴う振動の発生 

・振動の発生するおそれのある設備機器は、防振装置等による防振対策を行う。 

・低振動型の機器を採用する。 
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４．評 価 

（１）評価の手法 

① 環境影響の回避・低減に係る検討による手法 

事業者により実行可能な範囲内で振動の変化による人の健康及び生活環境への影響

について、その回避・低減が図られているかどうかにより評価した。 

② 環境基準等との整合性に係る検討による手法 

振動に係る環境保全目標は、表7-1-3.22～24に示すとおりである。対象事業実施区域

及びその周辺は、用途地域の指定がなされていないことから、「振動規制法」に基づく

規制基準の適用がされないため、周辺の土地利用状況等を勘案のうえ、これら基準等及

び本事業の計画目標値を参考に整合を図るべき基準を設定し、これら基準との整合が図

られているかどうかにより評価した。 

 

表7-1-3.22 振動に係る環境保全目標（道路交通振動） 

項目 
環境保全目標 

根 拠 目 標 

関係車両ルート沿道 
「振動規制法」に基づく道路交通振動
に係る要請限度 

70デシベル以下 

 

表7-1-3.23 振動に係る環境保全目標（建設機械の稼働による振動） 

項目 
環境保全目標 

根 拠 目 標 

敷地境界 
「振動規制法」に基づく特定建設作業
に係る規制基準 

75デシベル以下 

 

表7-1-3.24 振動に係る環境保全目標（施設の稼働による振動） 

項目 
環境保全目標 

根 拠 目 標 

敷地境界 
「振動規制法」に基づく特定工場等に
係る振動の規制基準（第２種区域、本
事業の計画目標値） 

昼 間：65デシベル以下 
夜 間：60デシベル以下 

 

（２）評価の結果 

① 工事の実施 

ア．資材運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

資材運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果（最大値）は、40.8

デシベルとなり、環境保全目標を下回るものと予測する。
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したがって、道路交通振動の要請限度との整合が図られていると評価する。 

また、本事業では、資材運搬車両等の走行ルートを指定するなどの環境保全措置を

講じることから、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る振動の変化による

人の健康及び生活環境への影響について、その回避・低減が図られていると評価する。 

イ．建設機械の稼働による振動の発生 

敷地境界における振動レベルの最大値は、56.0デシベルとなり、環境保全目標を下

回るものと予測する。 

したがって、特定建設作業振動に係る規制基準との整合が図られていると評価する。 

また、本事業では、建設機械は、低振動型建設機械を使用し、施工方法や工程等を

十分に検討して建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努めるなどの環境保全措

置を講じることから、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る振動の変化に

よる人の健康及び生活環境への影響について、その回避・低減が図られていると評価

する。 

② 施設の存在・供用 

ア．廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の発生 

廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動（L10）の予測結果（最大値）は、41.5

デシベルとなり、環境保全目標を下回るものと予測する。 

したがって、道路交通振動の要請限度との整合が図られていると評価する。 

また、本事業では、廃棄物運搬車両等の走行ルートを指定するなどの環境保全措置

を講じることから、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る振動の変化によ

る人の健康及び生活環境への影響について、その回避・低減が図られていると評価す

る。 

イ．計画施設の稼働に伴う振動の発生 

敷地境界における振動レベルの最大値は、26.6デシベルとなり、環境保全目標を下

回るものと予測する。 

したがって、工場・事業場に係る規制基準との整合が図られていると評価する。 

また、本事業では、振動の発生するおそれのある設備機器は、防振装置等による防

振対策を行うなどの環境保全措置を講じることから、事業者により実行可能な範囲内

で対象事業に係る振動の変化による人の健康及び生活環境への影響について、その回

避・低減が図られていると評価する。 

    


